
23年度2月 支部執行委員会 本部情勢報告ポイント 

（分会員配布用） 

1．組織拡大・強化   分会 1 人の加入を！ ３月から４月の人事異動期は「組織拡大強化月間」！！ 

   ・2023 青年部企画情報交換会（青年Café）・昼食交流会  指示第 52 号 

     第 10 回02月23日(金・祝) 対象者：若年層・新採用者・他だれでも 

     内 容：ざっくばらんなお話会（組合の存在、高校会館の場所を知るきっかけに） 

・組織拡大キャンペーン 指示第66号 年度末に向けて是非ご活用を！  

・支部・分会マニュアル（紹介）のとりくみのお願い  指示第60号 

 

2．定期県委員会  第１号議案 第２号議案 可決 

  ○質疑・討論  能登半島地震被害状況 司書職員部のとりくみ 定年延長制度について 

          超勤多忙化解消 「同和」教育へのとりくみ 鳥取ループ裁判について 

 
3．人事異動とりくみ 方針等は昨年とほぼ変更はなし 

   ※ヒアリングの記録と確認を確実に行いましょう。不審に感じた場合は本部・分会まで相談を！！ 
   2月9日 24年度初人事異動に向けて、欠員・代替職員未配置課題に関する要求書を提出 
    ①24年度初の欠員、代替職員未配置について 
    ②23年度内の欠員・代替職員未配置の早期解消 
    ③文科省調査への対応状況 
 
4．ろうきん福祉財団奨学金事業 ＜２０２4 年度高等学校奨学生（給付型奨学金）募集の概要＞ 
（１）募集対象者 

 ①新潟県民の子どもにして、新潟県内の高等学校(中等教育学校(後期課程)、特別支援学校高等部含む）
に２０２4 年度進学した生徒(新１年生のみ)で、経済的な事情で就学困難と認められる方。 

②家族収入が３００万円以内の方。※家族収入は父母の収入合計となります。 
（２）募集人数：上限１００名 
（３）奨学金額：月額 １万円(３年間の奨学金給付総額３６万円) ※返還義務なし 
（４）応募受付期間：２０２4 年４月１０日（水）から２０２4 年５月１０日（金） 
 

5．修学旅行にかかる勤務の割り振り変更制度について （確認をお願いいたします） 

   〇泊を伴う学校行事における職員の勤務時間は12時間を上限として割り振る 

〇当該学校行事の１日の勤務時間は7h45m、8h45m、9h45m、10h45m、11h45m、12h 

〇初日は職員の集合時刻を始業時間とする 

〇２日目以降は、宿泊施設を出発する時間又は当該学校行事に係る生徒の活動が開始される時刻を基本 

〇最終日の終業時刻は、生徒の解散時刻を基本 

  食事時間や移動時間を「休憩時間」とし、勤務時間を短く見せようという学校が見受けられます。 

  ※3泊4日の日程で、割り振り変更が10時間とされた学校あり 

  （勤務時間が12時間で割り振られたとすると、1日4時間15分超×4で最大17時間が振替対象） 

 

６．60歳達年を祝う会・退職者激励会 指示第63号 3月30日(土) 東映ホテル 12：30～14：30 

参加対象者：60歳組合員、退職組合員  引率者も歓迎！！ 

  ※申込み原則個人となります。 

 

7．「部落探訪」新潟裁判に関するとりくみ 

 １）経過 1月23日(火) 同裁判支援する会発足 1月24日(水) 原告団、新潟地裁提訴 

 ２）対応 1月27日(土) 第152回定期県委員会確認 

      「高教組はネット差別を許さない立場から支援する会を通して原告団を支える」ことを確認 

 ３）その他 今後、学習会等、「同」推委で協議予定 

 

8．ホームページの利用 ユーザー名、パスワードは(shinkoukyou14) 

○新高教ホームページ (http://www.shinkoukyou.net/)  新潟高教組で検索 

○各種指示文書ダウンロード可 

欠員・時間外勤務・ハラスメント相談等続出 
「おかしい」と感じたら、本部・支部役員・分会役員まで連絡を！ 
              本部：025-265-4151 shinkoukyou@beach.ocn.ne.jp 


